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積立預金・すまいる積立預金の積立額変更手続き

積立預金 （例）定時積立額／３０，０００円を５０，０００円に変更する場合

積立預金定時積立・積立額変更申込書（様式第２号）
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1  希望する積立額を記入する

2  毎月月末締切りで翌月から積立額は
変更となります。
（記入例の場合ですと、２０２１年４月の最
　終営業日までに申込書を提出ください） 

すまいる積立預金 （例）定時積立額／３０，０００円を５０，０００円に変更する場合
ボ ー ナ ス ／５０，０００円を１００，０００円に変更する場合

すまいる積立預金定時積立・積立額変更申込書（様式第4号）
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1  「変更」に○印を記入

2  通常毎月月末締切りで翌月から変更に
なりますが、期末勤勉手当は、１０月～
４月受付分までは６月から、５月～９月
受付分までは１２月から変更

3  加入票に表示の預金番号を記入

◆ボーナスから積立てする場合の引去り開始は、以下のようになります。
・１０月～４月の受付分→　６月（夏期）ボーナスから  
・　５月～９月の受付分→１２月（冬期）ボーナスから  

積立額の変更は、インターネット「信用ネットサービス」でも
申込み可能です。（要登録）（P５１～５９参照）

申 込 締 切 日 毎月末営業日（厚生会必着）

積立額変更開始 翌月（定時積立）

※貯蓄年金型は、原則、積立額の変更はできません。
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